
（単位：千円）

分　類 事　項　名 保健福祉部職員費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 5,534,074 ） （ △ 28,611 ） （ △ 28,611 ）

5,783,680 △ 25,624 △ 25,624

保健福祉部関係人件費 5,783,680 → 5,758,056

補正前の額 補正協議額 補正予算額
人件費計 （ 5,534,074 ） （ △ 28,611 ） （ △ 28,611 ）

5,783,680 △ 25,624 △ 25,624

令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

（一般会計）

保健福祉部職員に係る給与費
説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 精神保健措置費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 7,816 ） （ 989 ） （ 989 ）

30,198 3,948 3,948

精神保健福祉法に基づく精神障害のある人の医療及び保護等に要する経費

１．措置入院費 30,184 → 34,130

２．診療報酬支払事務費 14 → 16

分　類 事　項　名 精神障害者自立支援給付費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 966,425 ） （ △ 94,428 ） （ △ 94,428 ）

1,908,204 △ 188,075 △ 188,075

障害者総合支援法に基づく精神障害のある人の医療に要する経費

１．通院医療費 1,883,558 → 1,696,264

２．診療報酬支払事務費 24,646 → 23,865

分　類 事　項　名 母子医療対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 20,742 ） （ 1,803 ） （ 1,803 ）

20,742 1,803 1,803

20,742 → 22,545

精神障害のある人の自立支援医療に要する経費

精神障害のある人の自立支援医療に関するレセプトの審査及び支払事務に要
する経費

説　明

精神障害のある人の医療及び保護等に要する経費

精神障害のある人の医療に関するレセプトの審査及び支払事務に要する経費

説　明
母子保健法第２０条に基づく未熟児養育医療費の県負担分

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 難病医療費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 894,672 ） （ △ 37,083 ） （ △ 37,083 ）

1,777,836 △ 71,832 △ 71,832

１．特定医療費 1,643,434 → 1,559,520

２．小児慢性特定疾病医療費 134,402 → 146,484

分　類 事　項　名 子ども・子育て支援新制度給付費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 8,771,315 ） （ △ 357,509 ） （ △ 357,509 ）

8,771,315 △ 357,509 △ 357,509

１．施設型給付費 7,988,943 → 7,671,501

２．地域型保育給付費 626,796 → 597,136

３．施設等利用給付費 155,576 → 145,169

児童福祉法に基づき、慢性疾病に係る治療を受けた場合の医療費及びそれ
に係る審査支払手数料を負担する経費

幼稚園、保育所及び認定こども園に対する運営費の県負担分

子ども・子育て支援法に基づく、施設型給付及び地域型保育給付等の県負担分等
に要する経費

説　明

指定難病に罹患した患者及び慢性疾病により長期に療養を要する児童への医療費
の助成を行う経費

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき、指定難病に係る治療を受
けた場合の医療費及びそれに係る審査支払手数料を負担する経費

地域型保育事業に対する運営費の県負担分

子育てのための施設等利用給付費の県負担分

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 児童手当費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 4,615,027 ） （ △ 111,000 ） （ △ 111,000 ）

4,615,027 △ 111,000 △ 111,000

4,615,027 → 4,504,027

児童手当の額
３歳未満 １人当たり月額15,000円

３歳以上小学校修了前
・第１子・第２子 １人当たり月額10,000円
・第３子以降 １人当たり月額15,000円

中学生 １人当たり月額10,000円

所得制限以上の者 １人当たり月額 5,000円
(0歳から中学生)

分　類 事　項　名 児童保護費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 3,166,066 ） （ △ 175,805 ） （ △ 175,805 ）

4,177,978 △ 250,020 △ 250,020

児童保護費 4,177,477 → 3,927,457

説　明

児童手当法に基づき、市町村が児童手当を支給するために要する経費の県負担分

児童保護措置費の支弁や障害児入所給付費等の給付に要する経費

要保護児童の心身とも健全な育成を図るための保護措置及び契約による障害児施
設利用児童の障害児入所給付費等に要する経費

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 児童扶養手当費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 213,268 ） （ 2,574 ） （ 2,574 ）

319,901 3,862 3,862

319,901 → 323,763

支給額（月額）
全部支給 43,160円 （令和２年３月分まで　42,910円）
一部支給 43,150円～10,180円

（令和２年３月分まで　42,900円～10,120円）
第２子加算 10,190円 （令和２年３月分まで　10,140円）
第３子以降加算   6,110円 （令和２年３月分まで　  6,080円）

分　類 事　項　名 生活保護費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 272,962 ） （ △ 6,211 ） （ △ 6,211 ）

910,735 △ 16,081 △ 16,081

１．生活保護費 758,064 → 748,438

２．居住地不明分負担金等 152,671 → 146,216

被保護者の生活を保障するための生活扶助費、医療扶助費等を支給するため
の経費

居住地が明らかでない被保護者に対して市町村が支払った保護費等の一部
を負担するための経費、自活できない被保護者が保護施設に入所した場合の
費用を施設へ支給するための経費等

児童扶養手当法に基づき、実質的に父又は母のいない児童を監護している母又は
父等に支給される児童扶養手当の支給に要する経費

説　明

生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その
最低限度の生活を保障し、その自立を助長するための経費

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 後期高齢者医療費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 27,119,715 ） （ △ 509,003 ） （ △ 509,003 ）

27,119,715 △ 509,003 △ 509,003

１．療養給付費県負担金 21,631,483 → 21,213,848

２．基盤安定事業負担金 4,117,044 → 4,007,594
・低所得者支援

・被扶養者支援

３．高額医療費負担金 1,371,188 → 1,389,270

分　類 事　項　名 介護給付費負担金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 27,246,012 ） （ 1,156,479 ） （ 1,156,479 ）

27,246,012 1,156,479 1,156,479

１．介護給付費負担金 25,197,088 → 26,447,713

２．地域支援事業県交付金 1,424,027 → 1,352,746
地域支援事業（介護予防等の事業）に要する費用の県負担金

３．低所得者保険料軽減負担金 624,897 → 602,032
低所得者（世帯非課税対象者）に係る第１号保険料の本人負担軽減に要する
費用の県負担金

説　明

介護保険法に基づき、保険者（市町村）が行う介護給付及び地域支援事業等に係る
経費の県負担分

介護給付に要する費用の県負担金

後期高齢者医療に係る保険給付に要する費用の県負担分

後期高齢者医療制度に加入することによって新たに保険料負担が生じることと
なる者への激変緩和を図るための保険料軽減に要する経費

低所得者の保険料負担の軽減に要する経費

高額な医療費の発生による広域連合の財政リスクの緩和を図るため、高額な医
療費のうち公費と保険料で賄うべき部分の費用負担

説　明

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、岡山県後期高齢者医療広域連合が行
う医療給付及び保険料軽減等に係る経費の県負担分

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 国民健康保険費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 16,526,730 ） （ △ 246,572 ） （ △ 246,572 ）

16,526,730 △ 246,572 △ 246,572

１．岡山県国民健康保険事業特別会計繰出金

(1)保険給付費等負担金 8,812,874 → 8,776,423

(2)高額医療費負担金 1,347,425 → 1,355,014

(3)特定健康診査・保健指導負担金 180,218 → 168,603

(4)保険者業務費（職員費） 65,861 → 64,805
 国民健康保険の保険者の業務を行う職員の給与費

２．保険基盤安定事業負担金 6,120,352 → 5,915,313
・保険料軽減分

・保険者支援分

補正前の額 補正協議額 補正予算額
（ 99,923,201 ） （ △ 375,766 ） （ △ 375,766 ）

103,573,416 △ 584,000 △ 584,000

説　明

社会保障
関係費計

国民健康保険事業の実施に関する収入支出の管理は、特別会計で行うが、保
険給付費等負担金等、県が負担すべき経費として一般会計から特別会計に繰
出す経費

国民健康保険の高額医療費における負担緩和を図るための費用の一部負担

国民健康保険法に基づき、保険者（市町村）が行う医療給付及び保険料軽減等に係
る経費の県負担分

保険料（税）軽減の対象となった低所得者数に応じて保険料（税）の一定割合
を補填するための費用負担

国民健康保険の財政安定化を図るための保険給付費等の一部負担

被保険者の保険料（税）軽減相当分の補填に要する費用負担

市町村が実施する特定健康診査・保健指導に要する費用の一部負担

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 原爆被爆者対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 879 ） （ △ 257 ） （ △ 257 ）

520,862 △ 50,999 △ 50,999

手当金 511,113 → 460,114

分　類 事　項　名 災害救助基金積立金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 0 ） （ 69,313 ） （ 69,313 ）

1,112 68,480 68,480

1,112 → 69,592

分　類 事　項　名 災害救助費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 316,204 ） （ △ 28,915 ） （ △ 28,915 ）

790,509 △ 73,300 △ 73,300

災害救助法による救助を行うための経費

１．応急仮設住宅借上費 649,969 → 616,064
みなし仮設住宅の供与に要する経費

２．応急仮設住宅（建設型）関連経費 140,540 → 47,452
建設型応急仮設住宅の供与に要する経費

３．市町村繰替支弁費 0 → 53,693

説　明

説　明

説　明
原爆被爆者に対する医療特別手当、健康管理手当等の各種手当の支給に要する
費用

市町村が行った救助に要する経費について、市町村に交付するための経費

災害救助法の規定に基づき、救助の実施に係る費用の財源として、県に設置した災
害救助基金への積立てに要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 国庫支出金返納金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 100,000 ） （ 757,135 ） （ 757,135 ）

100,000 812,601 812,601

100,000 → 912,601
国庫支出金の精算に伴う返納に要する経費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
（ 448,104 ） （ 797,276 ） （ 797,276 ）

1,624,340 756,782 756,782
義務的 補正前の額 補正協議額 補正予算額
経費 （ 105,905,379 ） （ 392,899 ） （ 392,899 ）

分類計 110,981,436 147,158 147,158

分　類 事　項　名 保健所運営費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 75,256 ） （ △ 9,992 ） （ △ 9,992 ）

101,552 △ 10,390 △ 10,390

101,552 → 91,162
保健所の運営等に要する経費

分　類 事　項　名 地域福祉推進費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 163,834 ） （ 3,169 ） （ 3,169 ）

164,034 3,169 3,169

164,034 → 167,203

分　類 事　項　名 地域福祉行政運営費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 56,145 ） （ △ 20,263 ） （ △ 20,263 ）

56,145 △ 20,263 △ 20,263

56,145 → 35,882
県民局健康福祉部等の業務運営に要する経費

社会福祉法、民生委員法及び児童福祉法に基づき、民生委員、児童委員の指導等
を行うための経費

説　明

説　明

説　明

説　明

その他計

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 保健事業管理費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 9,206 ） （ △ 1,159 ） （ △ 1,159 ）

9,206 △ 1,159 △ 1,159

9,206 → 8,047

分　類 事　項　名 食品衛生指導費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 7,282 ） （ 0 ） （ 0 ）

44,666 △ 4,209 △ 4,209

44,666 → 40,457
食品衛生関係法令等に基づく営業者に対する監視指導等に要する経費

分　類 事　項　名 食品衛生試験検査費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 41,869 ） （ △ 3,568 ） （ △ 3,568 ）

41,869 △ 3,568 △ 3,568

41,869 → 38,301
食品添加物、残留農薬、食中毒菌等の検査に要する経費

分　類 事　項　名 生活衛生営業等取締費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 2,300 ） （ △ 578 ） （ △ 578 ）

3,999 △ 868 △ 868

3,999 → 3,131

説　明

説　明

生活衛生関係営業施設の営業許可及び監視指導並びに有害物質を含む家庭用品
の試買検査等に要する経費

説　明

保健福祉行政の円滑な推進及び保健衛生功労者表彰等に要する経費
説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 と畜検査費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 9,395 ） （ △ 1,446 ） （ △ 1,446 ）

12,999 △ 1,446 △ 1,446

12,999 → 11,553
食肉衛生検査所の管理運営等に要する経費

分　類 事　項　名 水道指導管理費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 340,253 ） （ △ 2,509 ） （ △ 2,509 ）

340,253 △ 2,509 △ 2,509

340,253 → 337,744

分　類 事　項　名 動物愛護管理費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 108,407 ） （ △ 3,891 ） （ △ 3,891 ）

120,153 △ 4,000 △ 4,000

120,153 → 116,153
動物愛護センターの管理運営等に要する経費

分　類 事　項　名 難病対策推進運営費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 31,107 ） （ △ 2,758 ） （ △ 2,758 ）

32,976 △ 3,459 △ 3,459

32,976 → 29,517

説　明

説　明

水道施設の水質を確保するための指導取締・水質検査に要する経費及び岡山県広
域水道企業団に県が保有する調整水量に係る管理費等負担金

説　明

説　明

指定難病患者及び小児慢性疾病児童等に対する医療費支給に係る審議会の開催
等に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 児童相談所運営費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 43,540 ） （ △ 1,046 ） （ △ 1,046 ）

47,035 △ 1,046 △ 1,046

47,035 → 45,989
児童相談所の運営に要する経費

分　類 事　項　名 児童福祉施行費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 6,474 ） （ △ 210 ） （ △ 210 ）

9,347 △ 943 △ 943

9,347 → 8,404

分　類 事　項　名 県立児童福祉施設運営費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 9,750 ） （ △ 1,131 ） （ △ 1,131 ）

34,773 △ 3,623 △ 3,623

34,773 → 31,150
県立児童福祉施設の運営及び児童の処遇に要する経費

分　類 事　項　名 視覚障害者福祉センター運営費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 13,189 ） （ △ 1,295 ） （ △ 1,295 ）

29,583 △ 495 △ 495

29,583 → 29,088

説　明
視覚障害者センターの管理運営に要する経費

説　明

説　明

児童福祉法、児童扶養手当法、母子及び父子並びに寡婦福祉法等の施行に関する
経費

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 高齢者保健福祉対策推進費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 30,540 ） （ △ 6,191 ） （ △ 6,191 ）

33,192 △ 300 △ 300

33,192 → 32,892
各種高齢者施策の推進に要する経費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
運営費計 （ 1,521,359 ） （ △ 52,868 ） （ △ 52,868 ）

1,796,809 △ 55,109 △ 55,109

分　類 事　項　名 福祉人材確保等推進事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 30,819 ） （ 0 ） （ 0 ）

117,643 △ 38,348 △ 38,348

１．外国人介護福祉士候補者受入施設 53,248 → 44,900
学習支援事業費

２．介護職チームケア実践力向上推進事業費 30,000 → 0
介護職員の専門性等に応じた体制整備とリーダー的介護職員の育成等により、介
護人材参入の促進を図る経費に対する補助

経済連携協定に基づき、事業所が受け入れている外国人介護福祉士候補者の就
労上必要な日本語能力向上や、資格取得に要する研修の実施に必要な経費に対
する補助

説　明

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 災害救助対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 251,173 ） （ △ 29,232 ） （ △ 29,232 ）

351,660 △ 20,864 △ 20,864

１．災害救助対策費 631 → 1,911

２．応急仮設住宅維持管理費 16,470 → 14,958

３．転居費用助成事業費 230,000 → 200,000

４．令和２年７月豪雨災害に係る災害救助 0 → 8,368
関連事業費（市町村・医療機関分）

５．令和元年９月新見市集中豪雨災害 0 → 1,000
被災者生活再建支援事業補助金

分　類 事　項　名 民間福祉施設職員等特別対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 411,951 ） （ 21,076 ） （ 21,076 ）

411,951 21,076 21,076

社会福祉施設職員退職手当共済事業給付費 411,951 → 433,027

令和２年７月豪雨災害で被害を受けた熊本県において、県内市町村・医療機関が
実施した救助活動に要した費用について、災害救助法に基づき、熊本県へ求償
し、県から市町村・医療機関へ負担金を支払うための経費

令和元年９月に発生した新見市の集中豪雨における被災者の生活再建を支援す
るため、新見市が実施する支援策に対し、補助するための経費

説　明

社会福祉法人が経営する社会福祉施設等の職員の退職手当を支給するため、
（独）福祉医療機構が実施する退職手当共済事業の経費に対する補助

説　明

応急仮設住宅入居者の転居に必要な費用を助成するための経費

建設型応急仮設住宅の維持管理に要する経費について、市町村に交付するため
の経費

自然災害の被災者に対する災害見舞金及び死亡弔慰金の給付等に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 戦傷病者・遺族等援護費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 332 ） （ 0 ） （ 0 ）

30,363 △ 674 △ 674

戦傷病者・遺族等援護費 30,363 → 29,689

分　類 事　項　名 戦争犠牲者等援護対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 13,942 ） （ △ 2,350 ） （ △ 2,350 ）

13,942 △ 2,350 △ 2,350

戦争犠牲者等援護対策費 13,942 → 11,592

分　類 事　項　名 災害弔慰金補助金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 23,438 ） （ 23,438 ）

0 42,188 42,188

災害弔慰金補助金 0 → 42,188

分　類 事　項　名 地域保健医療体制推進費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 18,943 ） （ △ 11,889 ） （ △ 11,889 ）

19,610 △ 7,053 △ 7,053

幸福な長寿社会実現事業費 13,017 → 5,964

説　明

説　明

旧軍人軍属等の恩給進達、戦没者叙勲、戦傷病者等の援護、引揚者特別交付金
の事務処理、中国帰国孤児等の定着自立促進、戦傷病者戦没者遺族等の援護及
び特別給付金等支給の事務処理に要する経費

戦争犠牲者等の福祉増進を図るために要する経費

説　明

自分らしい療養生活を人生の最終段階まで含めて考え、家族等と話し合い、家族・
関係者に希望を伝え、これをかなえる環境を整えるための経費

説　明

市町村が災害で死亡又は障害を受けた者に対し支給する、災害弔慰金又は災害
障害見舞金に要する経費の一部を補助する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 医師確保・医療体制整備事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 61,125 ） （ △ 14,760 ） （ △ 14,760 ）

251,257 242,820 242,820

１．医学部地域枠医師養成緊急確保事業費 55,527 → 55,527

奨学金：１人当たり２４０万円（年額）

２．地域医療構想を推進するための 0 → 242,820
病床削減等支援給付金事業費

分　類 事　項　名 医療施設等施設整備費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 25,376 ） （ △ 13,163 ） （ △ 13,163 ）

534,531 △ 401,546 △ 401,546

１．医療施設防火設備整備事業費 267,050 → 91,442

２．地域災害拠点病院施設整備事業費 4,612 → 18,387

３．医療施設等耐震整備事業費 216,205 → 0

４．救命救急センター設備整備事業費 24,060 → 6,246

５．病院群輪番制病院設備整備事業費 9,240 → 5,454

６．基幹災害拠点病院設備整備事業費 4,766 → 2,858

（１年生４人、２年生２人、３年生３人、４年生６人、５年生４人、６年生４人）

医師不足が深刻な地域で地域医療を担う医師を確保するため、大学医学部に確
保した地域枠の学生に奨学金を貸し付ける経費

説　明

地域医療構想調整会議等の合意を踏まえて行う医療機関の自主的な病床削減や
病院の統合による病床廃止に係る取組を支援する給付金の支給に要する経費

基幹災害拠点病院が行う設備整備に対する補助

説　明

地域災害拠点病院が行う設備整備に対する補助

病院群輪番制病院及び共同利用型病院が行う設備整備に対する補助

救命救急センターが行う設備整備に対する補助

医療施設の耐震補強、耐震化のための新築建替え、増改築に対する補助

医療施設が行うスプリンクラー等の防火設備整備に対する補助

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 看護師等対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 74,238 ） （ △ 3,768 ） （ △ 3,768 ）

82,398 △ 3,164 △ 3,164

１．看護学生奨学資金貸付金・奨学金 7,116 → 6,264
貸与運営指導費

２．看護職員就業相談員派遣面接相談事業費 365 → 243

３．院内保育運営事業補助金 10,455 → 9,615

４．特定地域看護職員確保支援事業費 2,066 → 716

分　類 事　項　名 岡山がんフロンティア事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 26,657 ） （ △ 2,387 ） （ △ 2,387 ）

53,083 △ 4,774 △ 4,774

１．緩和ケア推進事業費 1,825 → 1,061

２．がん患者及び家族の生活の質（ＱＯＬ） 4,117 → 2,108
維持向上支援事業費等

３．妊孕性温存環境整備事業費 2,001 → 0
がん患者の妊孕性温存に関する知識を普及するため、がん治療に携わる医師を対
象とした研修やがん患者への啓発に要する経費

療養生活における相談・助言を行う専門家を患者会に派遣するとともに、ネットワー
ク会議の開催や、がん患者支援ピアサポーター支援事業に要する経費

説　明

公的立・市町村立等病院内保育所の運営補助に要する経費

説　明

看護学生の県内就職を促進するため、看護師等養成所の在学生に対して奨学資
金を貸し付ける経費

看護師の再就業支援のため、就労支援相談員がハローワークと協働して求職者の
就労相談や求人医療機関との調整を行うことに要する経費

奨学資金：国公立32,000円、私立36,000円、准看護師21,000円（月額）

がんと診断された時から入院、在宅医療において、適切な緩和ケアを提供する体
制整備を図るため、全てのがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケア研修に要
する経費

若手看護職員の構成割合が著しく低い二次保健医療圏において、新たに就業す
る若手看護職員に就職準備金を支給する施設に対する補助に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 療養病床転換助成事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 11,858 ） （ △ 10,098 ） （ △ 10,098 ）

64,000 △ 54,500 △ 54,500

療養病床転換助成事業費 64,000 → 9,500

分　類 事　項　名 地域医療介護総合確保事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 569,313 ） （ △ 22,952 ） （ △ 22,952 ）

4,420,496 △ 262,669 △ 262,669

１．岡山県地域医療介護総合確保基金積立金 1,360,006 → 1,354,808

２．岡山県地域医療介護総合確保基金積立金 354,621 → 289,636

３．岡山県地域医療介護総合確保事業費（医療分）

(1)医療機関の施設整備 561,599 → 493,896
(2)居宅等における医療の提供 72,070 → 65,213
(3)医療従事者の確保 672,388 → 651,962

４．岡山県地域医療介護総合確保事業費（介護分）

(1)介護施設等の整備 1,086,250 → 1,061,622
(2)介護従事者の確保 313,562 → 240,690

説　明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（介護分）

説　明

療養病床から介護保険施設等への転換に伴う施設整備費用の助成に要する経費

岡山県医療介護総合確保基金への積立てに要する経費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療分）

岡山県医療介護総合確保基金への積立てに要する経費

岡山県計画に基づき実施する事業に要する経費

岡山県計画に基づき実施する事業に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 厚生統計調査費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 1,033 ） （ 0 ） （ 0 ）

8,741 △ 1,806 △ 1,806

厚生統計調査費 8,741 → 6,935

分　類 事　項　名 口腔衛生対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 2,149 ） （ △ 1,291 ） （ △ 1,291 ）

5,327 7,927 7,927

１．8020健康長寿社会づくり推進事業費 954 → 240

２．フッ化物洗口モデル事業費 1,883 → 524

３．災害時歯科保健医療提供体制整備事業費 0 → 10,000

説　明

災害時、避難所等における歯科治療等の歯科保健活動の実施に必要なポータブ
ルユニット等の歯科診療器具等の購入に対する補助

説　明

学齢期のむし歯有病率を低下させるため、保育園、幼稚園及び小学校を対象に集
団フッ化物洗口を実施するモデル事業に要する経費

厚生労働省の委託を受けて行う各種統計調査の実施に要する経費

生涯にわたって口腔機能を確保し、高齢者が生きがいを持った生活を送ることがで
きる「8020健康長寿社会」を推進する事業に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 健康生活習慣普及促進事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 54,140 ） （ △ 23,806 ） （ △ 23,806 ）

64,817 △ 25,952 △ 25,952

１．第２次健康おかやま21推進事業費等 22,155 → 20,009

２．給食施設指導強化事業費等 3,445 → 3,175

３．若者からのたばこ対策事業費 8,065 → 3,115

４．おかやま健康づくりアワード事業費 1,586 → 0

５．受動喫煙ゼロプロジェクト 27,382 → 10,382

県民の健康づくりの機運醸成等を図るため、健康経営に取り組む企業等への表彰
や運動指導等の実施に要する経費

給食施設管理者、栄養士養成施設、食品関連事業者等への研修、指導等に要す
る経費

説　明

県民の健康づくりの指針となる「第２次健康おかやま２１」を推進するため、健康づく
りの環境整備や生活習慣病予防などに資する各種事業に要する経費

たばこに関する子どもの学習プロジェクト、受動喫煙防止に係る連携会議の開催等
に要する経費

望まない受動喫煙の防止を図るため、改正健康増進法等の普及啓発に要する経
費のほか、既存特定飲食提供施設に禁煙エリアを整備する際の改装費用に対す
る補助経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 肝炎対策推進費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 116,753 ） （ △ 35,297 ） （ △ 35,297 ）

235,983 △ 71,584 △ 71,584

１．肝炎医療費助成事業費 206,731 → 141,033

２．肝がん治療研究促進事業費 7,818 → 1,932

分　類 事　項　名 新型インフルエンザ等対策推進費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 43,946 ） （ △ 36,373 ） （ △ 36,373 ）

51,995 △ 42,425 △ 42,425

１．実施体制整備事業費 2,247 → 4,016

２．医療体制整備事業費 45,723 → 1,529

肝炎ウイルスを起因とする肝がん・重度肝硬変患者の負担軽減を図るための入院
医療費助成に要する経費

インターフェロン、インターフェロンフリー及び核酸アナログ製剤治療に対する医療
費助成、慢性肝炎の早期発見・早期治療に向けた肝炎ウイルス検査の促進等に要
する経費

説　明

感染症対策委員会、関係機関従事者を対象とした研修・訓練等の開催経費

新型インフルエンザ等発生時の外来・入院患者を診療する医療機関が行う設備等
の整備に対する助成及び抗インフルエンザウイルス薬の備蓄に要する経費等

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 母子保健対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 59,764 ） （ △ 1,094 ） （ △ 1,094 ）

191,613 △ 2,189 △ 2,189

不妊治療対策事業費 156,500 → 154,311

分　類 事　項　名 小児医療対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 600,233 ） （ △ 52,339 ） （ △ 52,339 ）

600,233 △ 52,339 △ 52,339

小児医療対策費 600,233 → 547,894

分　類 事　項　名 食の安全・安心推進事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 21,817 ） （ △ 1,434 ） （ △ 1,434 ）

21,817 △ 1,434 △ 1,434

１．食の安全・安心普及啓発事業費 1,329 → 1,196

２．食品検査強化事業費 5,152 → 3,851

説　明

不妊症のため子どもを持つことができない夫婦に対し、不妊に関する相談や不妊
治療に対する助成を行うための経費等

小児の健康増進を図るため、小児医療費公費負担制度を設ける市町村に対して、
患者負担分を除く自己負担額を補助基本額として市町村に補助する経費

説　明

県民の食への不安・不信感を払拭するためのリスクコミュニケーションの推進に要
する経費

説　明
遺伝子組換え食品、アレルギー物質、残留農薬等の検査に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 広域水道整備促進費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 367,334 ） （ △ 65 ） （ △ 65 ）

1,287,674 △ 427,010 △ 427,010

岡山県生活基盤施設耐震化等補助金等 912,957 → 485,947

分　類 事　項　名 薬事関係事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 3,000 ） （ 0 ） （ 0 ）

12,525 △ 5,000 △ 5,000

認定薬局等整備促進事業費 5,000 → 0

分　類 事　項　名 子どもを健やかに生み育てる活動推進費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 102,085 ） （ △ 10,286 ） （ △ 10,286 ）

146,465 △ 25,186 △ 25,186

１．子どもを健やかに生み育てるための 1,880 → 346
環境づくり推進協議会運営費等

２．地域少子化対策重点推進事業費 12,000 → 3,100

３.低所得者向け結婚新生活支援事業費 12,000 → 6,000

４.社会全体での子育て気運醸成事業費 9,499 → 2,696

５．岡山県少子化突破モデル構築支援事業費 6,000 → 4,051
　　

水道施設等の耐震化の取組や老朽化対策、水道事業の広域化の取組のために必
要な施設整備を支援する経費

説　明

子どもを健やかに生み育てるための環境づくり推進協議会の運営に要する経費等

市町村が実施する地域の特性を踏まえた少子化対策事業に対する補助に要
する経費

婚姻した世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートに係るコストを支援する市町村を
対象に、市町村の支援額の一部を補助するための経費

子育てを応援する企業と子育て家庭のつながりを促すイベントや父親の育児参加
のきっかけを作るためのセミナーの実施等に要する経費

市町村が地域少子化対策重点推進交付金により実施する事業に対する補助

説　明

説　明
患者が自身に適した薬局を選択できるよう、地域の薬局と医療機関等との連携構
築を推進するためのモデル事業に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 子ども・子育て支援新制度等事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 2,765,523 ） （ 410,853 ） （ 410,853 ）

3,435,874 409,398 409,398

１．地域子ども・子育て支援事業費 2,421,406 → 2,920,606

２．第３子以降保育料無償化事業費 352,351 → 362,154

３．１歳からの入所緊急対策事業費 24,970 → 8,000

４．病児保育施設整備事業費 35,437 → 0

５．保育対策総合支援事業費 77,272 → 36,386

６．放課後児童クラブ整備費 189,185 → 182,873
放課後児童クラブの整備費の一部を補助する経費

分　類 事　項　名 児童福祉施設事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 33,825 ） （ △ 13,134 ） （ △ 13,134 ）

281,266 △ 120,642 △ 120,642

１．児童自立支援事業費 7,013 → 6,835

２．児童養護施設小規模化推進事業費 116,846 → 64,076

３．社会的養育推進計画推進事業費 44,202 → 2,910

４．社会的養護自立支援事業費 54,197 → 27,795

説　明

説　明

市町村が子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業の一部を補助する経
費

社会的養護から自立に向けての中間ステップとなる「自立援助ホーム」の開設を支
援するとともに、児童養護施設退所者の社会的自立を総合的に支援する経費

児童養護施設の小規模化を推進するための施設整備への経費補助

被虐待児童の処遇向上や自立支援を図るため、県立児童福祉施設に家庭支援専
門相談員、被虐待児個別対応職員、心理療法担当職員を配置する経費

子どもの健やかな成長の実現に向けた児童家庭支援センターの設置促進や一時
保護及びショートステイ専用居室の整備に対する補助

保育士の負担軽減や保育体制の整備等に取り組む市町村の支援に要する経費

市町村や社会福祉法人等が実施する施設整備費の一部を補助する経費

国制度を超えて保育料の無償化又は軽減の拡大に取り組む市町村に対し、必要
な経費の一部を補助する経費

１・２歳児の受入を促進した保育所等への支援に取り組む市町村に対し、必要な経
費の一部を補助する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 児童相談所事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 53,462 ） （ △ 775 ） （ △ 775 ）

87,535 △ 3,289 △ 3,289

１．児童虐待防止対策推進事業費 11,536 → 11,236

２．児童虐待防止対策支援事業費 23,953 → 23,708

３．里親養育包括支援事業費 8,076 → 7,576

４．要保護児童対策地域協議会支援事業費 2,543 → 2,283

５．子どもの権利擁護推進事業費 7,835 → 5,851
　　

分　類 事　項　名 ひとり親家庭等福祉対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 119,862 ） （ 5,248 ） （ 5,248 ）

287,716 △ 11,760 △ 11,760

１．ひとり親家庭等医療費公費負担事業費 107,163 → 115,864

２．ひとり親家庭自立支援事業費 13,282 → 9,452

３．ひとり親家庭の子どもの生活・学習支援事業費 5,934 → 0
　　

567 → 340

説　明

説　明

親の就労等により居場所のないひとり親家庭の子どもに対する学習支援等への補
助を行うための経費

里親制度の普及、里親登録や認定のための研修会の開催及び里親委託等推進
員の雇上げに要する経費

ひとり親家庭に対し、就業支援・相談事業等を行う「ひとり親家庭支援センター」の
設置、疾病等で一時的に必要な介護・保育等のサービスの提供や、資格取得によ
る自立を促進する給付金の支給等に要する経費

養育費確保のための相談支援や家庭裁判所等同行支援に要する経費
４．養育費確保支援事業費

市町村へ精神科医等の専門家を派遣し、児童虐待対応力強化の向上等に要する
経費

児童虐待の調査等を行う児童虐待対応協力員の配置や要保護児童対策地域協
議会等の開催、子どもの支援者の資質向上に関する事業の実施等に要する経費

子どもの権利擁護の体制整備に要する経費

ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、市町村が行うひとり親家庭等医療費給
付事業に対して補助する経費

休日・夜間の相談対応を行うための休日・夜間対応相談員及び一時保護所の一時
保護対応協力員などの配置等に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

５．ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験 600 → 0

　 　 合格支援事業費

６．子どもの未来応援ﾈｯﾄﾜｰｸによる連携ｹｱ事業費 9,543 → 6,750

７．子どもの未来応援市町村支援チーム 10,002 → 6,495
派遣事業費

８．子どもの居場所づくり支援事業費 6,120 → 2,550
　　

分　類 事　項　名 入所施設児童福祉対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 6,756 ） （ 0 ） （ 0 ）

6,976 1,000 1,000

入所施設児童福祉対策費 6,976 → 7,976

分　類 事　項　名 地域生活支援事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 464,968 ） （ △ 18,637 ） （ △ 18,637 ）

546,613 △ 22,843 △ 22,843

１．専門的相談支援事業費 53,671 → 53,671

２．サービス提供者等育成事業費 20,927 → 18,679

３．社会参加促進事業費 34,566 → 24,442

４．市町村地域生活支援事業費 412,879 → 402,408

説　明

要支援者へのアウトリーチと支援へのつなぎ等を行う市町村のモデル事業に要
する経費

就業や日常生活、社会生活上の支援を行う「障害者就業・生活支援センター」、発
達障害のある人（子ども）に対して相談・助言等総合的な支援を行う「発達障害者
支援センター」の運営に要する経費

高等学校卒業程度認定試験対策講座など、学び直しの支援に係る経費

説　明
児童福祉施設の入所児童の健全な育成及び福祉の充実向上を図るために必要な
生活訓練、高校入学支度金等に要する経費

障害のある人の社会参加を促進するため、スポーツ・文化活動等の各種事業を行
う経費

障害のある人（子ども）が自立した日常・社会生活を営むことができるよう、地域特性
や利用者の状況に応じた事業を実施する市町村に対する経費補助

市町村が実施する連携ケア事業への支援チームの派遣等に要する経費

NPO等による居場所づくりの立ち上げに係る経費補助等に要する経費

説　明

障害福祉サービス及び相談支援の質の向上、円滑な実施を図るため、サービス提
供者の育成・指導に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 心身障害者医療費特別措置費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 395,567 ） （ 8,979 ） （ 8,979 ）

395,567 8,979 8,979

心身障害者医療費特別措置費 395,567 → 404,546

分　類 事　項　名 障害者総合支援推進費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 67,018 ） （ △ 4,421 ） （ △ 4,421 ）

305,062 △ 16,100 △ 16,100

１．発達障害者支援推進費等 38,682 → 38,682

２．重症心身障害児（者）と家族の安心 39,063 → 26,074
生活サポート事業費

３．だれもが輝く岡山スマイルプロジェクト事業費 16,798 → 13,687
障害のある人の農業分野や文化芸術分野における活躍を促すため、農福連携事
業やアート作品の発表機会の拡大等に要する経費

発達障害児（者）の乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた切れ目のな
い支援等に要する経費

医療的ケア児等とその家族が安心して生活するために、地域バランスのとれたレス
パイトサービス環境の整備・充実を総合的に促進する経費

説　明

市町村が実施する心身障害者医療費公費負担制度の実施による医療費公費負担
額の助成に要する経費

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 障害者社会参加等対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 16,768 ） （ △ 9,683 ） （ △ 9,683 ）

48,431 △ 23,545 △ 23,545

１．障害者スポーツ普及事業費 32,037 → 11,418

２．吉備高原保健福祉のむら推進費 5,242 → 2,316

分　類 事　項　名 老人福祉施設整備費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

168,415 △ 60,564 △ 60,564

地域介護・福祉空間整備事業費 71,176 → 10,612

分　類 事　項　名 軽費老人ホーム運営費補助金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 574,886 ） （ △ 2,680 ） （ △ 2,680 ）

574,886 △ 2,680 △ 2,680

軽費老人ホーム運営費補助金 574,886 → 572,206

補助対象：36施設

障害のある人のスポーツ文化の普及・向上と社会参加の推進を図るため、全国障
害者スポーツ大会及び地区予選会への選手団の派遣、専門的な知識と技能を身
につけた指導員の養成に要する経費

吉備高原車いすふれあいロードレース大会の開催に対する負担金等

説　明

老人福祉施設の防災・減災対策等を推進するための施設整備に対する補助に要
する経費

説　明

低所得老人の軽費老人ホーム利用を容易にするため、軽費老人ホームの運営費
補助に要する経費

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 地域包括ケア体制推進総合事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 920 ） （ 920 ）

56,950 △ 19,803 △ 19,803

１．従事者資質向上・担い手育成事業費 3,211 → 315

２．地域包括ケアシステム市町村 52,461 → 34,634
　　 支援事業費

３．岡山県地域介護活動支援等基金積立金 1,278 → 2,198

分　類 事　項　名 介護保険施行事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 8,993 ） （ 0 ） （ 0 ）

32,861 △ 5,250 △ 5,250

介護支援専門員試験及び登録管理費 17,976 → 12,726

分　類 事　項　名 老人福祉対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 19,524 ） （ △ 7,613 ） （ △ 7,613 ）

19,524 △ 7,613 △ 7,613

全国健康福祉祭参加事業費 7,834 → 221

岡山県地域介護活動支援等基金への積立てに要する経費

地域包括支援センター職員等の資質向上及び多様な担い手の育成のために
実施する研修に要する経費

介護予防の取組を加速させるため、普及啓発やアドバイザー派遣、事業評価・分
析等の総合的な市町村支援を実施するための経費

説　明

全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加に要する経費

説　明

介護支援専門員を養成するための試験、実務研修修了者の申請に基づく介護支
援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付等に要する経費

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 老人福祉事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 39,810 ） （ △ 2,283 ） （ △ 2,283 ）

166,738 △ 4,566 △ 4,566

老人クラブ活動等社会活動促進事業費 71,808 → 67,242

補助対象：

補正前の額 補正協議額 補正予算額
事業費計 （ 9,401,637 ） （ 138,704 ） （ 138,704 ）

98,242,553 △ 1,016,134 △ 1,016,134
一般行政 補正前の額 補正協議額 補正予算額

経費 （ 10,922,996 ） （ 85,836 ） （ 85,836 ）
分類計 100,039,362 △ 1,071,243 △ 1,071,243

一般会計 補正前の額 補正協議額 補正予算額
（ 116,828,375 ） （ 478,735 ） （ 478,735 ）

計 211,020,798 △ 924,085 △ 924,085

説　明 1,621老人クラブ、25市町村老人クラブ連合会、

老人クラブ、県・市町村老人クラブ連合会が行う社会奉仕活動、教養講座、健康増
進事業に必要な経費補助

１県老人クラブ連合会

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 保険者業務費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

70,507 △ 1,056 △ 1,056

保険者業務費 70,507 → 69,451

分　類 事　項　名 保険給付費等交付金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

142,528,591 369,357 369,357

１．保険給付費等交付金（普通交付金） 139,778,489 →

２．保険給付費等交付金（特別交付金） 2,750,102 → 3,398,349

市町村が行った保険給付に要した費用の全額を交付するもの

療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、市町村
に交付するための経費

（岡山県国民健康保険事業特別会計）

139,499,599

説　明

国民健康保険の保険者の業務を行う職員の給与費及び国民健康保険運営協議
会の開催に要する経費等事務費

市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため市町村へ交付す
るもの

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 社会保険診療報酬支払基金等納付金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

29,515,059 52,215 52,215

１．後期高齢者支援金 22,292,047 → 22,250,837

２．前期高齢者納付金 30,036 → 40,598

３．介護納付金 6,988,900 → 7,019,269

４．共同事業拠出金 203,946 → 256,440

介護保険の第2号被保険者が負担する費用について、社会保険診療報酬支払基
金に支払う納付金

説　明

後期高齢者医療制度を支える財源として、社会保険診療報酬支払基金に支払う支
援金

高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、後期高齢者支援金、介護納付金等の社
会保険診療報酬支払基金等への支払いに要する経費

著しく高額な医療費が国民健康保険財政に与える影響を緩和するため実施する、
特別高額医療費共同事業の拠出金を国民健康保険中央会に支払うもの

保険者間の負担の不均衡の是正を図るため、社会保険診療報酬支払基金に支払
う納付金

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 岡山県国民健康保険保険者機能強化基金事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

15,153 △ 6,737 △ 6,737

岡山県国民健康保険保険者機能強化事業費 15,001 → 8,264

分　類 事　項　名 国保ヘルスアップ支援事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

80,432 △ 22,743 △ 22,743

国保ヘルスアップ支援事業費 80,432 → 57,689

分　類 事　項　名 国庫支出金等返納金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

2,343,694 △ 315,192 △ 315,192

１．療養給付費等負担金償還金 2,033,649 → 1,915,260

２．療養給付費等交付金償還金 174,723 → 0

３．特定健康診査等負担金償還金 21,557 → 14,222

４．一般会計繰出金 21,557 → 14,222

国民健康保険の医療費適正化及び保健事業の推進に向けた取組に要する経費

説　明 県が市町村国保の共同保険者として広域的に行うことが望ましい医療費適正化に
向けた保健事業等を実施するための経費

特定健康診査・保健指導負担金の精算に伴う、国への償還に要する経費

保険給付費等交付金（特別交付金・保健事業負担金分）の精算に伴う、一般会計
への繰出しに要する経費

療養給付費等負担金の精算に伴う、国への償還に要する経費

説　明
国民健康保険の医療費適正化等を図るため、医療給付専門指導員及び保健事業
支援員を配置するために要する経費等

説　明

療養給付費等交付金の精算に伴う、社会保険診療報酬支払基金への償還に要す
る経費

療養給付費等負担金等の精算に伴う、国等への償還に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和２年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

５．特別調整交付金償還金 1,000 → 15,590

６．高額医療費負担金償還金 22,000 → 0

岡山県国民健康 補正前の額 補正協議額 補正予算額
保険事業特別会計 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

計 174,557,392 75,844 75,844
特別会計 補正前の額 補正協議額 補正予算額

（ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）
計 174,655,918 75,844 75,844

補正前の額 補正協議額 補正予算額
合　計 （ 116,828,375 ） （ 478,735 ） （ 478,735 ）

385,676,716 △ 848,241 △ 848,241

特別調整交付金の精算に伴う、国への償還に要する経費

高額医療費負担金の精算に伴う、国への償還に要する経費

説　明

   （　　　　）は一般財源


